
　　　　　　　　　主　　　　文

　　　　　本件各上告を棄却する。

　　　　　　　　　理　　　　由

　被告人四名弁護人江波戸文夫上告趣意第一点について。

　所論は結局、原審の量刑を不当なりと主張するものであつて、刑訴応急措置法第

一三条第二項により、上告適法の理由とならないものである。

　同第二点について。

　しかし、所論公判調書の末尾に記載された年月日は、所論原審公判の立会書記が、

旧刑訴法箒六一条同第七一条に従い、その公判調書を整理作成した年月日であるこ

とは極めて明瞭であるから、論旨は理由がない。

　同第三点について。

　所論Ａ弁護人に対しては、所論公判期日の通知が適式になされたにもかゝわらず、

同弁護人は同公判期日に出頭しなかつたものであつて、その不出頭が正当の理由に

基ずくものであることは、これを認めるに足る何等の証跡がないから同弁護人は自

ら期日を懈怠したものというべく、かゝる場合には仮令所謂必要的弁護事件であつ

ても、他の相弁護人が出頭し之に弁護の機会が与えられた以上裁判所は不出頭の弁

護人の弁論を抛棄する旨の被告人の明らかな意思表示を待つことなしに、この不出

頭の弁護人の弁論を聴かないで弁論を終結しても、之をもつて不法に弁護権の行使

を制限したものと称するを得ない。（昭和二四年（れ）第一四七四号、同年八月九

日第三小法廷判決。昭和二三年（れ）第一九四四号、同二四年一二月二一日大法廷

判決各参照）。されば論旨は採用することができない。

　仍つて、刑訴施行法第二条旧刑訴法第四四六条に従い、主文のとおり判決する。

　この判決は裁判官全員一致の意見である。

　検察官　十蔵寺宗雄関与
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　　昭和二五年二月一七日

　　　　　最高裁判所第二小法廷

　　　　　　　　　裁判長裁判官　　　　霜　　　山　　　精　　　一

　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　小　　　谷　　　勝　　　重

　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　藤　　　田　　　八　　　郎
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